
令和 6年 6月 17日（月曜日）     江 東 区 公 報            （第 916号） 

 

 

 

1 

 
 

目  次 

 

◎規  則 

水防又は応急措置の業務に従事した者の損 

害補償に関する条例施行規則の一部を改正 

する規則(42) ………………………………………2 

江東区特別区税条例施行規則の一部を改正 

する規則(43) ………………………………………2 

江東区個人番号の利用並びに特定個人情報 

の利用及び提供に関する条例施行規則の一 

部を改正する規則(44) ………………………… 17 

江東区住民基本台帳事務規則の一部を改正 

する規則(45) …………………………………… 17 

 

◎告  示 

保管自転車の処分について（令和６年６月 

上期）(187) ………………………………………20 

指定障害児相談支援事業所の指定について 

(188) ………………………………………………20 

特別区道路線の区域の変更について(189) ……20 

特別区道路線の供用開始について(190) ………23 

特定子ども・子育て支援施設等の確認につ 

いて(195) …………………………………………25 

保管自転車の処分について（令和６年６月 

下期）(197) ………………………………………25 

令和４年６月１３日江東区告示第２０７号 

の一部改正について(213) ………………………25 

江東区地域振興部文化観光課が発行する有 

償の冊子等の頒布代金の収納事務に係る私 

人委託について(214) ……………………………25 

指定居宅介護支援事業所の廃止について 

(217) ………………………………………………25 

第２回区議会定例会の招集について(218) ……26 

 
◎告  示（教） 

令和６年第５回江東区教育委員会定例会の 

招集(7)…………………………………………… 27 

 

◎告  示（選） 

選挙人名簿登録日（定時）変更の告示につ 

いて(23) ………………………………………… 28 

選挙人名簿からの抹消(24) …………………… 28 

選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、 

３分の１の数及び６分の１の数(25)……………28 

 

◎告  示（監） 

令和５年度第４回定期財務監査の結果につ 

いて(8)  ………………………………………… 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第 916 号）             江 東 区 公 報    令和 6 年 6 月 17日（月曜日） 

 

 

 

2 

 

規 則 

 

                    

水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

公布する。 

 令和６年５月１５日 

      江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第４２号 

   水防又は応急措置の業務に従事した者の損

害補償に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則（昭和４３年８月江東区

規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

別表第４常時介護を要する状態の項中「１７２，

５５０円」を「１７７，９５０円」に、「７７，

８９０円」を「８１，２９０円」に改め、同表随

時介護を要する状態の項中「８６，２８０円」を

「８８，９８０円」に、「３８，９００円」を

「４０，６００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の

水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則（以下「新規則」とい

う。）の規定は、令和６年４月１日（以下「適

用日」という。）から適用する。 

（経過措置） 

２ 新規則別表第４の規定は、適用日以後の期間

に係る介護補償の額について適用し、適用日前

の期間に係る介護補償の額については、なお従

前の例による。 

                    

江東区特別区税条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

 令和６年５月１５日 

      江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第４３号 

   江東区特別区税条例施行規則の一部を改正

する規則 

江東区特別区税条例施行規則（昭和４０年３月

江東区規則第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

 別記第１２号様式（甲）を次のように改める。
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別記第１２号様式（甲）（第１１条関係） 

 
 別記第１２号の２様式を次のように改める。 
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別記第１２号の２様式（第１１条関係） 

 
 別記第１３号様式から別記第１６号様式までを次のように改める。 
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別記第１３号様式（第１２条関係） 
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別記第１４号様式（第１２条関係） 
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別記第１５号様式（第１３条関係） 
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別記第１６号様式（第１４条関係） 
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 別記第１９号様式を次のように改める。 
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別記第１９号様式（第１４条関係） 
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 別記第２７号様式を次のように改める。 
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別記第２７号様式（第１６条関係） 
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別記第２７号の２様式中「特別区民税・都民税

（特別徴収）」を「特別区民税・都民税・森林環

境税（特別徴収）」に、「および付則第２条の

２」を「及び付則第２条の２」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

(1) 別記第１２号様式（甲）、別記第１２号の

２様式、別記第１６号様式及び別記第１９号

様式の改正規定 令和６年６月１日 

(2) 別記第２７号様式の改正規定 令和６年７

月１日 

(3) 別記第２７号の２様式の改正規定 令和６

年８月１日 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区特別区税条例施行規則の別記様式によ

る用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

                    

江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例の一部を改正する条例の

施行期日を定める規則を公布する。 

 令和６年５月２１日 

      江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第４４号 

   江東区個人番号の利用並びに特定個人情報

の利用及び提供に関する条例の一部を改正

する条例の施行期日を定める規則 

江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例の一部を改正する条例

（令和６年３月江東区条例第２号）の施行期日は、

令和６年５月２７日とする。 

                    

江東区住民基本台帳事務規則の一部を改正する

規則を公布する。 

 令和６年５月２１日 

       江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第４５号 

   江東区住民基本台帳事務規則の一部を改正

する規則 

江東区住民基本台帳事務規則（昭和６３年３月

江東区規則第２号）の一部を次のように改正する。 

別記第４号様式及び別記第５号様式を次のよう

に改める。
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別記第４号様式（第３条関係） 
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別記第５号様式（第３条関係） 
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   附 則 

 この規則は、令和６年５月２７日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告         示 

                    

◎江東区告示第１８７号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和６年５月９日 

江東区長  大久保 朋 果 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１８８号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の２０第１項及び児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２４条の２８第１項の規定に

基づき事業所を指定したので、下記のとおり公示

する。 

令和６年５月９日 

江東区長  大久保 朋 果  

記 

１ 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

  株式会社アンシンケアサービス 

東京都江東区東陽５‐２６‐１５ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  アンシンケアサービス東陽 

   東京都江東区東陽５‐２６‐１５ 

３ 指定年月日 

令和６年５月１日 

４ 事業の種類 

特定相談支援事業 

障害児相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 

  特定なし 

                    

◎江東区告示第１８９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

 なお、その関係図面は、令和６年５月１０日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 
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令和６年５月１０日 

江東区長  大久保 朋 果 

記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 城２３号 

江東区北砂四丁

目１３３３番５

先から 

江東区北砂四丁

目１３０８番１

０先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第１９０号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和６年５月１０日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

令和６年５月１０日 

江東区長  大久保 朋 果 

記 
整理

番号 
路線名 供用開始の区間 備考 

１ 城２３号 

江東区北砂四丁

目１３３３番５

先から 

江東区北砂四丁

目１３０８番１

０先まで 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第１９５号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に

基づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法

第３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第

５８条の１１第１号の規定により下記のとおり告

示する。 

令和６年５月１６日 

江東区長  大久保 朋 果 

記 
特定子ども・

子育て支援提

供者の名称 

施設名 所在地 

辞退

年月

日 

施設

等の

種類 

日本聖公会東

京教区 主教 

髙橋 宏幸 

まこと

地域セ

ンター 

聖救主

教会キ

ッドス

クール 

江東区

冬木１

６‐５ 

令和

６年

４月

１日 

認 可

外 保

育 施

設 

                    

◎江東区告示第１９７号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和６年５月２１日 

江東区長  大久保 朋 果 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２１３号 

令和４年６月１３日江東区告示第２０７号の一

部を次のように改正する。 

  令和６年５月３１日 

江東区長  大久保 朋 果 

「 ５  代表者の

氏名及び住

所 

氏名 設樂 英雄  

住所 江東区平野一

丁目７番２号 」 

を 
「 ５  代表者の

氏名及び住

所 

氏名 椎名 康夫 

住所 江東区平野一

丁目１３番１

 

 

 

１号 」 

に改める。 

                   

◎江東区告示第２１４号 

江東区地域振興部文化観光課が発行する有償の

冊子等の頒布代金の収納については、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１

項の規定に基づき、下記のとおり委託したので、

同条第２項の規定に基づき告示する。 

令和６年６月３日 

江東区長  大久保 朋 果 

記 

１ 委託の相手方  新宿区左門町１６‐１四谷

ＴＮビル４階 

株式会社日本旅行 首都

圏広域営業部 

チーフマネージャー 

菅原 敏明 

豊島区東池袋一丁目９番６

号 

株式会社ヒト・コミュニ

ケーションズ 

代表取締役 安井 豊

明 

 

２ 委 託 期 間  令和６年６月３日から令和

６年１２月２０日まで 

３ 委託の内容  江東区地域振興部文化観光

課が発行する有償の冊子等

の頒布代金の収納事務 

４ 指定をした日 

及び委託した 

日       令和６年６月３日 

                    

◎江東区告示第２１７号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和６年６月３日 

 江東区長  大久保 朋 果 

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０４３６９ 

２ 事業所の名称及び所在地 

グッドライフケア居宅介護支援センター江東

東京都江東区豊洲４‐２‐２豊南堂ビル４

階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 
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  株式会社グッドライフケア東京 

東京都中央区新川１‐２３‐５ 

代表取締役 珍田 純子 

４ 廃止年月日 

令和６年４月３０日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２１８号 

 下記事件につき、令和６年第２回江東区議会定

例会を６月１１日に招集する。 

令和６年６月４日 

 江東区長  大久保 朋 果 

記 

１ 専決処分した事件の報告及び承認について 

２ 令和５年度江東区繰越明許費繰越計算書につ

いて 

３ 令和５年度江東区事故繰越し繰越計算書につ

いて 

４ 令和６年度江東区一般会計補正予算（第２

号） 

５ 包括外部監査契約の締結について 

６ 不動産の取得について((仮称）江東区営猿江

一丁目アパート） 

７ 不動産の取得について((仮称）江東区営大島

五丁目住宅） 

８ 江東区生業資金貸付金の返還請求に関する民

事訴訟の提起について 

９ 江東区奨学資金貸付金の返還請求に関する民

事訴訟の提起について 

１０ 緑橋架替工事（その１）請負契約 

１１ 横十間川水門橋改築工事請負契約 

１２ 取水ポンプ所改築に伴う仙台堀川公園復旧

工事請負契約 

１３ 砂潮橋塗装工事請負契約 

１４ 千石橋東側塗装工事請負契約 

１５ 江東区旧夢の島いこいの家解体その他工事

請負契約 

１６ 議決を得た契約の契約変更について（仙台

堀川公園周辺路線道路改良工事（Ａ‐１工

区）請負契約） 

１７ 議決を得た契約の契約変更について（仙台

堀川取水ポンプ所改築工事請負契約） 

１８ 議決を得た契約の契約変更について（仙台

堀川公園周辺路線電線共同溝整備工事（Ａ‐

２工区）請負契約） 

１９ 議決を得た契約の契約変更について（（仮

称）大島九丁目公園新設工事請負契約） 

２０ 議決を得た契約の契約変更について（（仮

称）砂町区民農園整備工事請負契約） 

２１ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区防災センター及び庁舎改修工事請負契約） 

２２ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区防災センター及び庁舎電気設備改修工事請

負契約） 

２３ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区防災センター及び庁舎機械設備改修工事請

負契約） 

２４ 議決を得た契約の契約変更について（特別

養護老人ホーム北砂ホーム改修工事請負契

約） 

２５ 議決を得た契約の契約変更について（特別

養護老人ホーム北砂ホーム電気設備改修工事

請負契約） 

２６ 議決を得た契約の契約変更について（特別

養護老人ホーム北砂ホーム機械設備改修工事

請負契約） 

２７ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区白河保育園改修工事請負契約） 

２８ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区亀高保育園改修工事請負契約） 

２９ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区南砂第二保育園改修工事請負契約） 

３０ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区道路事務所増築その他改修工事請負契約） 

３１ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区塩浜福祉プラザ機械設備改修工事請負契

約） 

３２ 契約の変更について（江東区夢の島競技場

第二種公認改修工事請負契約） 

３３ 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報

の利用及び提供に関する条例の一部を改正す

る条例 

３４ 江東区区民体育館条例の一部を改正する条

例 

３５ 江東区特別区税条例の一部を改正する条例 

３６ 江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条

例 

３７ 江東区立都市公園条例の一部を改正する条 

  例 

３８ 江東区区民農園条例の一部を改正する条例 

３９ 江東区立公衆便所条例の一部を改正する条 

 例 

４０ 江東区事務手数料条例の一部を改正する条 

  例 
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４１ 江東区災害弔慰金の支給等に関する条例の

一部を改正する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 教 ） 

                    

◎江東区教育委員会告示第７号 

 下記により、令和６年第５回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和６年５月２０日 

江東区教育委員会          

教育長  本多 健一朗    

記 

１ 日時 令和６年５月２４日（金）  

午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

  日程第１ 議案第２０号 令和６年度一般会

計補正予算（第２

号）に関する意見

聴取 

  日程第２ 議案第２１号 江東区奨学資金貸

付金の返還請求に

関する民事訴訟の

提起に関する意見

聴取 

  日程第３ 議案第２２号 江東区立小名木川

小学校改築工事請

負契約に関する意

見聴取 

  日程第４ 議案第２３号 江東区立小名木川

小学校改築電気設

備工事請負契約に

関する意見聴取 

日程第５ 議案第２４号 江東区立小名木川

小学校改築機械設

備工事請負契約に

関する意見聴取 

  日程第６ 議案第２５号 江東区立深川第六

中学校校舎その他

改修工事請負契約

に関する意見聴取 

４ 報告事項 

(1) 江東区私債権の管理に関する条例に基づき

放棄した債権の報告について ほか 

５ 協議事項 

(1) 江東区マンション建設計画の事前届出等に

関する条例第１０条に定める施設状況の公表

について 
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告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第２３号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

２条第１項の規定により選挙人名簿の登録を行う

日を、それぞれ次のとおり定めたので、公職選挙

法施行令（昭和２５年政令第８９号）第１４条第

１項の規定により告示する。 

令和６年５月８日 

    江東区選挙管理委員会 
登録月 登録を行う日 

令和６年６月 令和６年６月３日 

令和６年９月 令和６年９月２日 

令和６年１２月 令和６年１２月２日 

令和７年３月 令和７年３月３日 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２４号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

８条第４号の規定により、江東区の選挙人名簿か

ら、別紙のとおり６名を抹消した。 

令和６年６月３日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和６年６月３日 

    江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

８，６１５ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数 

１３８，４５１ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

７１，７８４ 
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告 示 （ 監 ） 

                    

◎江東区監査委員告示第８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和５年度第４回定期財務監査の結果を

別紙のとおり公表する。 

なお、釼先委員は令和６年１月２９日から本監

査には関与し、河野委員は就任前のため本監査に

は関与していない。 

令和６年５月１５日 

江東区監査委員  松 土 英 男    

同        藏 田 朝 彦    

同        釼 先 美 彦    

同        河 野 清 史    

〔別紙〕 
 

令和５年度第４回定期財務監査報告書 

第１ 監査の範囲 

１ 監査の対象事項 

令和３年度、４年度及び５年度における小

学校、中学校、幼稚園及び義務教育学校（以

下「学校（園）」という。）の財務に関する

事務の執行状況及び施設の管理状況について

監査を実施した。 

なお、本年度は、「特別教室（図工室、美

術室、家庭科室等）における安全管理につい

て」を重点監査項目とした。 

２ 監査の対象施設 

(1) 小学校（１５校） 

明治、平久、南陽、川南、毛利、東雲、

有明、第二辰巳、第二亀戸、水神、第三

大島、第四大島、第六砂町、第七砂町、

北砂 

(2) 中学校（７校） 

深川第二、深川第五、有明、亀戸、大

島、第二砂町、南砂 

  (3) 幼稚園（６園） 

    平久、南陽、豊洲、ひばり、第二亀戸、

なでしこ 

 (4) 義務教育学校（１校） 

有明西学園 

 ３ 監査の実施期日 

   令和６年１月１１日から同年２月１６日ま

でのうち１７日間 

第２ 監査の手続 

監査対象施設の概要及び歳出予算の執行状

況等の関係資料の提出を求め、監査当日は、

関係職員の説明を聴取しつつ、関係書類及び

帳簿との照査突合を行うとともに、施設の内

外についても必要と認める監査を実施した。 

第３ 監査の結果 

監査対象施設の財務に関する事務及び施設

管理は、法令等に従い、概ね適正かつ効率的

に執行又は処理がされていると認められた

が、重点監査項目の特別教育（図工室、美術

室、家庭科室等）における安全管理のほか、

一部において不適正な事例があったので別項

で意見を付す。 

なお、監査の際に散見された事務上の軽微

な誤りについては、各学年（園）及び関係部

署に対し、口頭で改善を促した。 

第４ 監査委員意見 

１ 重点監査項目について 

今年度は、特別教室（図工室、美術室、家

庭科室等）における安全管理を重点監査項目

として監査を実施した。その結果、概ね適正

に管理されていることを確認したが、一部の

学校（園）において、以下のような不適正な

管理を行っている事例が見られた。 

(1) 刃物、工具類（以下「刃物類」とい

う。）の本数が台帳と一致しない。また

は、台帳未作成のため、在庫数が把握でき

ない。 

(2) 刃物類を教室内の錠の付いていない棚で

管理しており、児童や生徒がいつでも持ち

出しできる状態にある。 

(3) ナンバリングによる管理をしていない。

または、保管棚の引出しに品名や在庫数の

表示がなく、1 つの引出しに刃物類が入り

混じっている。 

(4) 使用しなくなった刃物類を廃棄せずに保

管している。 

(5) 糸のこ盤に刃が付いたまま管理してい

る。または、電源コードがコンセントに繋

がれた状態である。 

(6) 陶器類が保管されている戸棚を施錠管理

していない、あるいは、戸棚に収納せずに

管理しているため、落下し飛散する恐れが

ある。 

(7) 準備室を含め、整理整頓が行き届いてお

らず、床に物品が散乱している。また、作

品保管棚の上部に物品が置かれている。 

こうした事例の多くは、安全管理上のリス

クを定期的に点検していないほか、特別教室

の管理を専任教員に一任しているため、学校

（園）全体でのチェック体制が整っていない

ことに起因していると思料される。 

なお、適正に管理されている学校（園）に

おいて、保管棚の引出し内に収納スペースを

１本ずつ区切り、刃物類のナンバリングと収

納スペースに付したナンバーを一致させるこ

とで、在庫が揃っているかを容易に把握でき

るよう工夫しているなど、良い事例も見られ
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た。学校（園）内で改善策を検討するだけで

なく、学校（園）間で情報共有することも一

層の安全管理体制の強化につながる。 

全学校（園）においては、安全管理体制を

総点検し、必要な改善を図られたい。 

２ 不適正な会計処理の事後処理について 

令和２年度第４回定期財務監査において、

資金前渡受者口座に振り込まれた現金が長期

間預金されたまま引き出されておらず、その

間の支払いや清算手続きには私費を充ててい

たことについて指摘をした。 

今回の監査では、指摘した金銭の事後処理

状況を確認するため、書類照査の実施ととも

に、該当校及び教育委員会事務局から聞き取

りを行った。その結果、学校事務職員による

金銭の立替えが原因であったことは確認でき

たが、その結論に至るまでの経緯について適

切に記録しているとは言い難く、金銭を返還

した際の手続きについても当該職員から領収

書を徴取していないなど、書類上の管理とし

ては不十分な点が見られた。資金前渡は、職

員自ら公金を出納保管できることから、厳格

な取扱いが求められており、事後処理につい

ても同様に計らうべきである。顛末を詳細に

記録し公文書に残すなど、資金前渡における

透明性の確保を強く意識されたい。 

また、当該指摘事項に対するその後の措置

について、令和４年４月に教育委員会事務局

から「各学校（園）における事務の執行環境

を改善し、学校事務の適正化を図るための取

り組みを行った」旨の報告があったが、今回

監査を実施した学校（園）において、資金前

渡した現金を職員が立て替えていた事例が２

件検出されたことに鑑みると、現金を取り扱

う職員の意識が向上していないほか、措置報

告に掲げた取り組みが十分に機能していない

ことも思料される。 

教育委員会事務局においては、学校事務の

実態を的確に把握し、学校（園）に対する指

導や事務執行の進捗状況管理等に取り組まれ

たい。また、組織体制の点検や内部統制体制

の整備についても引き続き検討を進められた

い。 

３ 会計年度任用職員の勤怠管理について 

本件については、令和 4 年度第４回定期財

務監査結果報告書において監査委員意見を付

したが、改善傾向にはなく、教育委員会事務

局から学校（園）への周知や指導が行き届い

ていないと思料される。 

不適正な事例が起きている要因として、会

計年度任用職員本人の認識不足に加え、副校

長など勤怠管理担当者が、多忙のため勤怠管

理事務まで手が回らないことや、新任や他区

からの転任につき、本区の出勤簿整理規程等

を十分に理解していないこと等が挙げられ

る。 

監査当日の各学校（園）への聞き取りで

は、学校（園）に従事する会計年度任用職員

の職種が都費及び区費を合わせ多種にわたっ

ており、職種によって勤務形態や休暇等に関

するルールが異なるため、各々の運用を把握

しきれず、勤怠管理事務に苦慮している様子

が見られた。 

教育委員会事務局においては、規則や規

程、各職種の勤怠マニュアルについて引き続

き周知徹底を行うとともに、日々の出勤簿整

理をしていく上での基本的な事項については

1 つの手引きに集約するなど、学校（園）が

適正に勤怠管理を実施できる仕組みを工夫さ

れたい。 

【以下、令和４年度第４回定期財務監査結果報告

書監査委員意見 抜粋】 

  会計年度任用職員の出勤簿、休暇・職免等処

理簿において、以下のような不適正な管理が多

数見られた。 

(1) 休暇・職免等処理簿が作成されていな

い。 

(2) 休暇、出張申請が、出勤簿に反映されて

いない。また、出勤簿に休暇表示がある

が、休暇の届出がなされていない等、出

勤簿と休暇・職免等処理簿に相違があ

る。 

(3) 休暇・職免等処理簿に申出年月日、年次

有給休暇残日数や前年度からの繰越日数

計算欄等の記入がなされていない。 

(4) 鉛筆書きやスタンプ印が使用されてい

る。 

教育委員会事務局より、江東区会計年度任用

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則、

江東区職員出勤記録及び出勤簿整理規程等に定

められた勤怠管理について、周知を徹底する

等、適正に勤怠管理が行われるよう図られた

い。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


